
船橋市男女共同参画推進委員会設置要綱  

 

（設置）  

第１条  本市の男女共同参画社会の形成の推進にあたり必要な事項について広

く意見を求めるため、船橋市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。  

（所掌事項）  

第２条 委員会は、次の事項について協議し、その結果を市長に報告する。  

⑴ 船橋市男女共同参画計画に関すること。  

⑵ 男女共同参画社会の形成の推進に関すること。  

⑶ その他男女共同参画に関連する施策に関すること。  

（組織等）  

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。  

２ 委員は、男女共同参画社会の形成について理解と熱意のある学識経験者及び

市民のうちから市長が委嘱する。  

（会長及び副会長）  

第４条 委員の互選により会長及び副会長を置く。  

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議）  

第５条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり、議事を整理する。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、分科会を設置することができる。  

（参考意見等の聴取）  

第６条 委員会において必要があると認められるときは、関係者の出席を求め  

参考意見又は説明を聴くことができる。  

（任期）  

第７条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、３年目が計画策定年にあたる

場合の任期は３年以内とする。いずれの場合も、再任を妨げない。  

２ 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  
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（事務局）  

第８条 委員会の事務局は、市民生活部 市民協働課が行う。  

（公務上の災害補償）  

第９条 委員が公務上負傷した場合には、議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例（昭和４２年船橋市条例第３３号）の規定を準用する。 

（補則）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が

委員会に諮って定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。  

（船橋市女性問題懇談会の廃止）  

２ 船橋市女性問題懇談会設置要綱（船橋市要綱）は廃止する。  

   附 則  

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。  

   附 則  

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

   附 則  

この要綱は、平成１３年７月１日から施行する。   

   附 則  

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則  



この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 


